
事業内容（前期） 自己 二次

事業内容（後期） 前期 後期 評価 評価

H27年度
周辺自治体の状況について調査す
る。

他市のメリット、デメリットを知
ることにより、本市に合った内容
を検討することができる。

周辺自治体の状況について調査を
行った。

Ｂ
今年度の目標を達成することがで
き、翌年度に具体的な話し合いを
進めることができるため。

Ｂ 特になし

H28年度
現在の障がい者相談支援センター
に、どのような機能を付加して基
幹型へ移行するのか決定する。

平成29年度中の設置に向け、具体
的に協議できる。

イメージ案を基に協議を行った。 Ｃ
イメージ案を示した時期が年度末
であり、まだ機能付加の内容決定
まで至っていないため。

Ｃ
イメージ案を用いて各関係者
と合意を図りながら協議でき
ているため

H29年度
基幹相談支援センターの機能及び
設置方法について決定し、平成30
年4月から設置する。

平成30年4月の設置に向け、具体
的に協議できる。

主な機能や役割等についてとりま
とめを行った。

Ｂ 平成30年4月に設置したため。 Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

地域生活支援拠点等整備を見据
え、基幹による人材育成、困難事
例への支援やその他関係機関との
連携強化を推進する。

人材育成、困難事例への支援やそ
の他関係機関との連携強化が期待
できる。

2019年度
(H31年
度)

地域生活支援拠点等の整備に向
け、本市で必要となる機能や役
割、課題等を整理し、基幹の役割
等の見直しを行う。

地域生活支援拠点等整備が推進さ
れる。

2020年度
(H32年
度)

基幹等地域の社会資源等を活用し
た、地域生活支援拠点等を整備す
る。

地域生活支援拠点等が整備され
る。

H27年度
障害者手帳を所持しており、福祉
サービス等の利用がない人につい
て抽出する。

地域とつながりがなく孤立してし
まっている人を見つけ、支援する
ことができる。

個別訪問調査の対象者をどの範囲
とするのか、具体的に協議を行っ
た。

Ｃ

対象者の範囲についてはおおよそ
決定することができたが、実施方
法等についてまだ具体的に協議で
きておらず、抽出ができなかった
ため。

Ｃ
調査開始時期を、平成28年の
秋頃を目指し、準備するこ
と。

H28年度

抽出結果より改めて対象者をどこ
までとするのか、また実施方法を
どのようにするのかを決定し、個
別訪問調査を実施する。

抽出作業を行い対象者の人数を把
握することができ、実施方法等に
ついて具体的に協議できる。

実施方法等について決定し、個別
訪問調査を実施した。

Ｂ 個別訪問調査を実施したため。 Ｂ 特になし

H29年度 継続
地域とつながりがなく孤立してし
まっている人を見つけ、支援する
ことができる。

個別訪問調査を実施した Ｂ 個別訪問調査を実施したため。 Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

引き続き新規対象者へ調査を実施
するとともに、過去に調査を実施
した人への現況確認等を実施す
る。

地域とつながりがなく孤立してし
まっている人を見つけ、支援する
ことができる。

2019年度
(H31年
度)

継続 同上

2020年度
(H32年
度)

継続 同上

ながふく障がい者プラン重点施策　進行管理シート

実施時期担
当

Ｎ
ｏ

項　目 関係課 年度ごとの目標 期待できる成果 進捗状況 自己評価の理由 コメント

3
基幹相談支援セン
ターの設置

その人のライフステー
ジにあった適切な支援
を行い、一貫した総合
的な支援ができるよ
う、現在ある「障がい
者相談支援センター」
の相談支援体制を強化
し、基幹相談支援セン
ターを設置します。

福祉課 ○ 継続
その人のライフステー
ジにあった適切な支援
を行い、一貫した総合
的な支援ができるよ
う、現在ある「障がい
者相談支援センター」
の相談支援体制を強化
し、基幹相談支援セン
ターを設置します。
その基幹相談支援セン
ターでは、人材育成、
虐待防止、困難事例へ
の支援やその他関係機
関との連携強化を図っ
ていきます。

4 個別訪問調査の実施

障害者手帳を所持して
いるが、福祉サービス
等の利用がない人につ
いて、個別訪問調査を
実施します。

福祉課 ○ 継続

障害者手帳を所持して
いるが、福祉サービス
等の利用がない人につ
いて、個別訪問調査を
実施します。

事
務
局
会
議
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H27年度
現在ある療育支援体制を整理し、
本市の療育支援体制基本構想とし
てとりまとめる。

療育支援体制基本構想の策定に向
け、既存の社会資源の数・内容を
確認することで、より実情に即し
た連携体制の在り方について考え
ることができる。

(仮称)長久手市療育支援体制基本
構想を作成し、構想の基本目的・
目指すべき方向の共有に努めると
ともに、既存の社会資源状況の確
認を実施した。

Ｂ
現在の社会資源状況及び連携体制
の確認は実施できた。

Ｂ 特になし

H28年度

引き続き基本構想の策定を行うと
ともに、不足している療育支援に
ついて、どう補っていくか検討す
る。

基本構想を策定することにより、
不足している療育支援が整理で
き、具体的に協議することができ
る。

「長久手市療育支援体制基本構
想」の取りまとめを実施。また、
地域の社会資源状況を鑑み、本部
会の役割を再検討し、平成29年度
の部会方針について協議した。

Ｂ

「長久手市療育支援体制基本構
想」が取りまとめられ、現況の問
題点に基づき今後の部会方針の整
理ができた。

Ｂ 特になし

H29年度
途切れのない一貫した支援体制を
構築する。

関係機関が情報共有を密に行い、
方向性を共有し連携することで、
乳幼児期から一貫した支援を提供
することができる。

児童発達支援ｾﾝﾀｰ設置に係る作業
部会を実施し（7回）、「長久手
市児童発達支援ｾﾝﾀｰ運営基本計
画」を策定した。

Ｂ
「長久手市児童発達支援ｾﾝﾀｰ運営
基本計画」を策定することができ
た。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

児童発達支援ｾﾝﾀｰを中心とした保育・
教育・福祉の連携による療育支援体制
についての検討（作業部会の設置）。
福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所を中心とした作業部
会の設置による、情報共有・研鑚の場
の設置。

児童発達支援ｾﾝﾀｰを中心とした保育・
教育・福祉の連携による支援体制の整
備に取組むことで、途切れない支援体
制の構築を図ることができる。福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ事業所の質的向上に取組むことが
できる。

2019年度
(H31年
度)

児童発達支援ｾﾝﾀｰを中心とした保育・
教育・福祉の連携による療育支援体制
についての検討継続（担当室・課等の
設置についての検討を含む）。福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ事業所を中心とした作業部会の事
業所を主体とした運営の実施。

児童発達支援ｾﾝﾀｰを中心とした保育・
教育・福祉の連携による支援体制の整
備に取組むことで、途切れない支援体
制の構築を図ることができる。福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ事業所の質的向上に取組むことが
できる。

2020年度
(H32年
度)

一生涯にわたる途切れない支援を想定
した、相談機能の整理の実施（長久手
市障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰとの役割
整理）。児童発達支援ｾﾝﾀｰによるｻｰﾋﾞ
ｽ供与に向けた準備の実施。

児童発達支援ｾﾝﾀｰ・長久手市障がい者
基幹相談支援ｾﾝﾀｰを中心とした保育・
教育・福祉の連携による支援体制が整
備でき、途切れない支援体制の構築を
図ることができる。

H27年度
派遣依頼のあった保育園へ巡回相
談を実施

保育機関等との連携が容易となる
ことで、潜在的にある相談案件に
早期に対応することができること
で、保育機関等と役割を分担しな
がら支援することができる。

保育園・幼稚園9園、小学校2校へ
の訪問を実施した(19件)。

Ｂ
保育機関における相談支援ｾﾝﾀｰの
周知ができ、必要に応じた活用が
された。

Ｂ
目標を保育園のみとせず、小
中学校を含めたらどうか。

H28年度
市内保育園全園への定期巡回相談
を実施

定期的に巡回することにより、保
育機関等との連携がより深まり、
早期の対応が実施できる。

保育園・幼稚園6園、小学校1校へ
の訪問を実施(13件)。

Ｂ
特に保育機関における支援ｾﾝﾀｰの
周知が進み、必要に応じた活用が
進んだ。

Ｂ 特になし

H29年度
保育園及び幼稚園を含めた全園へ
定期巡回相談を実施

定期巡回相談の実施箇所を増やす
ことで、障がいについての理解が
さらに広まり、早い段階から相談
や支援につながる。

保育所等巡回相談としての訪問実
績は無いが、既に福祉ｻｰﾋﾞｽ等を
利用中の対象者に関する関係機関
との連携は常態化している。

Ｂ

福祉ｻｰﾋﾞｽの周知が進み、家族か
らの直接相談が増えていることか
ら、保育所等巡回相談の目的の確
認・役割の再検討が求められてい
る。

Ｂ

乳幼児期における障がい児へ
の支援や理解は非常に重要で
あるため、早期発見のために
も積極的に利用していただき
たい。

2018年度
(H30年
度)

求めに応じた相談支援を実施す
る。
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ及び他の療育相談
機会との役割の整理に取組む

それぞれの専門性に基づき、社会
資源が有効に機能を発揮できる仕
組みが整備される。

2019年度
(H31年
度)

求めに応じた相談支援を実施する。
保育所等訪問支援に求められる役割を
想定しながら、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ及び他
の療育相談機会との役割の整理に取組
む。

それぞれの専門性に基づき、社会
資源が有効に機能を発揮できる仕
組みが整備される。

2020年度
(H32年
度)

求めに応じた相談支援を実施する。
保育所等訪問支援・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ及
び他の療育相談機会との役割の整理と
実施機関の再検討に取り組む。

それぞれの専門性に基づき、社会
資源が有効に機能を発揮できる仕
組みが整備される。

5
乳幼児期からの療育
支援体制の整備

発達障がい等の障がい
のある児童に対する総
合的な療育施設とし
て、「児童発達支援セ
ンター」を後期に整備
します。
その整備にあたり、ま
ずは前期に療育支援体
制の整備を図り、発達
障がいのある児童への
支援や未就園児から一
貫した支援体制の構築
を図ります。

子育て支援課 ○ ○

発達障がい等の障がい
のある児童に対する総
合的な療育施設とし
て、「児童発達支援セ
ンター」を後期に整備
します。
児童発達支援センター
の整備にあたり、まず
は前期に療育支援体制
の整備を図り、発達障
がいのある児童への支
援や未就園児から一貫
した支援体制の構築を
図ります。

6
各保育園等への巡回
相談

発達障がい等に対する
支援体制の充実を図る
ため、発達障がい等に
関する知識のある相談
支援員が各保育園等を
巡回し、保育士等への
助言や相談支援などを
実施します。

子育て支援課 ○ 継続

発達障がい等に対する
支援体制の充実を図る
ため、発達障がい等に
関する知識のある相談
支援員が各保育園等を
巡回し、保育士等への
助言や相談支援などを
実施します。また、後
期には小中学校への事
業の拡大を検討しま
す。

児
童
教
育
支
援
部
会
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H27年度
農業者のところへ障がいのある人
が農業の体験に行く。

障がいのある人が農業に対する理
解を深めることができる。

複数事業所において、農業の体験
を実施した。

Ｂ
複数事業所において取組が開始さ
れたため。

Ｂ
目標以上に進捗していると判
断できるため評価をＡとし
た。

H28年度

先進地を視察するなど先進的取組
を学ぶ。農業者と障がいのある人
とが役割分担を行い、支援を受け
ながら農作物を作る。障がい特性
に応じた業務を判別する。

先進的な取り組みを学ぶことで、
取組内容の改善を図ることができ
る。また、役割分担を行うこと
で、主体的に取り組むことができ
る。

事業所において、農作物の栽培及
び収穫、販売を実施。

Ｂ
事業所において、農作物の栽培及
び収穫、販売が開始されたため。

Ｂ 特になし

H29年度
障がい福祉事業所が自身の力に
よって農作物をつくり、販売を行
う。

農地の有効活用及び農業を活用し
た雇用機会の拡大、販売による地
域等への障がいへの理解啓発を推
進することができる。

事業所において、農作物の栽培及
び収穫、販売を実施。

Ｂ
事業所において、農作物の栽培及
び収穫、販売が継続されているた
め。

Ｂ

先進地において様々な成功例
があるので、参考となる事例
を部会で検討していただきた
い。

2018年度
(H30年
度)

農福連携の取組について先進事例
等の情報収集を行う。

より多様な取組方法を知り、事業
所へ情報提供することができる。

2019年度
(H31年
度)

事業所における取組の現状と課題
を把握する。

事業所ごとの現状を把握すること
で、本市の農福連携に関する課題
等を把握できる。

2020年度
(H32年
度)

収集した情報を基に、本市に合っ
た農福連携の取組方法について検
討する。

多様な取組方法の中から、本市に
合った農福連携の方法を見いだせ
る。

H27年度
既存の仕組み等現状を踏まえ、課
題の整理を行う。

各種社会資源の把握ができる。
各種機関等における既存の仕組み
等、現状の社会資源について把握
することができた。

Ｂ
部会内にて現状の社会資源につい
て把握でき、課題を整理すること
ができたため。

Ｂ 国の動向を注視すること。

H28年度 関係機関との調整を行う。

就労支援機関と具体的に協議を行
うことにより、就労支援コーディ
ネータの設置方法等について検討
することができる。

関係機関の主たる役割を整理する
ことで、不足している役割等を把
握。

Ｂ
関係機関の主たる役割を把握し、
不足している役割等を把握するこ
とができたため。

Ｂ
既存の社会資源との役割分担
を考慮すること。

H29年度
具体的な配置方法等の検討を行
う。

就労支援機関にて不足している役割等
を踏まえ、就労支援機関と具体的に協
議を行うことにより、就労支援コー
ディネータ－の設置方法等について検
討することができる。

就労支援コーディネーターの設置
方法について関係機関と協議を
行った。

Ｂ
平成30年度より基幹相談支援セン
ターに設置予定として協議を進め
ることができたため。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

就労支援コーディネーターを配置
し、他機関等との関係や制度改正
等を踏まえ、役割等について再度
検討を行う。

実際に就労支援コーディネーター
が配置されることによって、就労
に関する相談や支援のニーズが明
確になる。

2019年度
(H31年
度)

配置状況を踏まえ、関係機関と調
整を行いながら業務を実施する。

配置状況を見直すことによって、
就労支援コーディネーターの役割
が明確になり、優先順位の高い業
務に取り組むことができる。

2020年度
(H32年
度)

配置状況を踏まえ、関係機関と調
整を行いながら業務の拡大を図
る。

新たに取り組むべき業務が明確に
なり、支援体制の構築を推進する
ことができる。

8
農業を活用した雇用
機会の拡大(農福連

携)

障がいのある人の雇用
機会を拡げるため、ま
た、人手不足により耕
作放棄地となっている
農地の有効活用のた
め、他自治体で成功事
例の多い農福連携につ
いての取組を推進し、
農業を活用した雇用機
会の拡大を図ります。

みどりの

推進課

福祉課
○ 継続

障がいのある人の特性
をみながら、障がいの
ある人の雇用機会を拡
げるため、また、人手
不足により耕作放棄地
となっている農地の有
効活用のため、他自治
体で成功事例の多い農
福連携についての取組
を推進し、農業を活用
した雇用機会の拡大を
図ります。

9
就労支援コーディ
ネーターの設置

就労に関する相談や支
援を行ったり、障がい
の特性を理解し、関係
機関と連携しながら、
本人と事業所とのつな
ぎ役となる「就労支援
コーディネーター」を
配置します。

福祉課 ○ ○

就労に関する相談や支
援を行ったり、障がい
の特性を理解し、尾張
東部障がい者就業・生
活支援センターアクト
や公共職業安定所（ハ
ローワーク）等の関係
機関と連携しながら、
本人と事業所とのつな
ぎ役となる「就労支援
コーディネーター」を
配置します。

就
労
支
援
部
会
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事業内容（前期） 自己 二次

事業内容（後期） 前期 後期 評価 評価

実施時期担
当

Ｎ
ｏ

項　目 関係課 年度ごとの目標 期待できる成果 進捗状況 自己評価の理由 コメント

H27年度
市役所で障がいのある人へ依頼で
きる作業内容について調査する。

依頼可能な作業を把握することに
より、事業所へ作業一覧を提示す
ることができ、取り組みやすくな
る。

調査を実施することができなかっ
た。

Ｃ

具体的な実施方法や作業範囲を決
定できなかったため調査を実施す
ることができなかった。今後、施
設外就労の趣旨・目的を整理し、
改めて調査を実施したい。

Ｃ
事業所の意向を聞きながら、
内容等を早急に決定するこ
と。

H28年度 数回の施設外就労を実施する。
障がい者の就労体験の場を増やす
ことができる。

平成28年12月より、市役所福祉部
内にて施設外就労を定期的に実
施。

Ａ
平成28年12月より、市役所福祉部
内にて施設外就労を定期的に実施
しているため。

Ａ 特になし

H29年度
福祉部内に限らず、市役所全体で
施設外就労を実施する。

障がい者の就労体験の場を増やす
ことができる。

福祉部内でながふく就労体験を毎
月実施している。

Ｃ

市役所全体での就労体験を開始す
ることができなかったため。今
後、市役所各課へ本事業について
の説明会を実施し、就労体験の場
を増やしていきたい。

Ｃ 特になし

2018年度
(H30年
度)

福祉部内に限らず、市役所全体で
ながふく就労体験を実施する。

障がい者の就労体験の場を増やす
ことができる。

2019年度
(H31年
度)

ながふく就労体験の実施状況を踏
まえ、市役所各課で就労支援施設
等へ委託できる業務の洗い出しを
行う。

市役所の業務で就労支援施設が担
うことのできる業務が明確にな
り、就労の場を増やすことができ
る。

2020年度
(H32年
度)

市役所の業務の一部を就労支援施
設等へ委託する。

障がい者の就労の場を増やすこと
ができる。

H27年度 作業部会を設置する。
具体的な内容について、集中的に
取り組め、事業の着実な進行が期
待できる。

作業部会を設置し、第１回作業部
会を開催した。そこで、今後の取
組等について確認できた。

Ｂ
作業部会を設置し、第1回を開催
することができたため。

Ｂ

ながふく障がい者プランと合
わせ5名定員を1か所開設とす
る。
ニーズ調査の実施方法を検討
すること。

H28年度
・ニーズ等の調査を実施する。
・土地の確保及び設置内容等につ
いて協議する。

ニーズ調査を実施することで、必
要な整備数が把握できる。また、
新規参入への課題について知るこ
とにより、整備数増加に向けて考
えることができる。

定員５名のグループホーム1か所
開設。

完
了
グループホーム（定員５名）が1
か所開設されたため。

完
了

最終目標である３箇所設置が
妥当であるか判断するために
も、ニーズ調査の実施を検討
すること。

H29年度
後期の目標である2か所の開設に
向けて協議する。

達成時期を早められることも期待
できる。

平成30年度に開設予定である事業
所と協議を行った。

Ａ
平成３０年度にグループホームが
１か所開設されることとなった。

Ａ
適正な評価方法を検討するた
め、ニーズ調査の実施を検討
すること。

2018年度
(H30年
度)

設置状況の確認を行い、整備にお
ける課題の整理を行う。

設置されているグループホームの
状況を確認することで、今後必要
な整備数や新規参入における課題
を把握できる。

2019年度
(H31年
度)

新規開設したグループホームの運
営に必要な支援を協議する。新た
なグループホーム及び短期入所施
設の開設について関係事業所と協
議する。

グループホームの整備をするにあ
たり、運営しやすい環境づくりに
必要な取組みを行うことができ
る。

2020年度
(H32年
度)

新たなグループホームの開設に向
けて具体的な時期や設置内容等を
協議する。

グループホーム開設の目標を達成
することができる。

就
労
支
援
部
会

10
市役所での就労体験

の実施

就労支援施設等と協力
しながら、施設外就労
を活用するなどして、
市役所で軽易な業務が
体験できる機会を創出
します。

人事課
福祉課

○ 継続

就労支援施設等と協力
しながら、施設外就労
を活用するなどして、
市役所で軽易な業務が
体験できる機会を創出
します。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
援
部
会

1
グループホーム整備
への支援

グループホームを設置
する事業所に対し、開
設の支援を行うことに
より、新たなグループ
ホーム及び短期入所の
設置を目指します。
前期に１か所、後期に
２か所の計３か所の開
設を目指します。

福祉課 ○ ○

事業者の費用負担を軽
減し、障がいのある人
が生まれ慣れ親しんだ
地域で暮らしていける
よう、グループホーム
を設置する事業所に対
し、開設の支援を行う
ことにより、新たなグ
ループホーム及び短期
入所の設置を目指しま
す。
前期に１か所、後期に
２か所の計３か所の開
設を目指します。
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実施時期担
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H27年度 作業部会を設置する。
具体的な内容について、集中的に
取り組め、事業の着実な進行が期
待できる。

作業部会を設置し、第１回作業部
会を開催した。そこで、今後の取
組等について確認できた。

Ｂ
作業部会を設置し、第1回を開催
することができたため。

Ｂ 特になし

H28年度
近隣市の体験利用について研究
し、本市の取組方法について決定
する。

他市の状況を調査することで、現
状の課題や良い例を知ることがで
き、本市の取組に応用できる。

地域生活支援拠点の機能の内の１
つとして掲げられている「体験の
機会・場」としての整備を予定し
ているため、先進地の事例を研究
した。

Ｂ
地域生活支援拠点の整備に関する
事例を収集できたため。

Ｂ 特になし

H29年度

体験利用の事業の開始について、
地域生活支援拠点の整備を鑑みな
がら、既存（今後開設する）事業
所と協議していく。

具体的な協議に入っていくことで
実施に向けて着実に進んでいくこ
とが期待できる。

作業部会を開催し、「長久手市障
がい者地域生活体験グループホー
ム事業」の実施について協議を
行った。

Ｂ
近隣市の体験事業を参考に本市に
おける取組を検討することができ
たため。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

「長久手市障がい者地域生活体験
グループホーム事業」の具体的な
利用方法等について協議を継続
し、事業を実施する。

協議を重ねた上で事業を実施する
ことで、成果と事業改善のための
課題が分かる。

2019年度
(H31年
度)

「長久手市障がい者地域生活体験
グループホーム事業」の実施状況
を踏まえ、関係機関と調整を行い
ながら事業の整備を行う。

事業の振り返りを行うことによ
り、事業改善のための課題が分か
る。

2020年度
(H32年
度)

「長久手市障がい者地域生活体験
グループホーム事業」の実施状況
を踏まえ、関係機関と協議を行
い、事業の利用を促進する。

利用者と実施する施設の増加が期
待できる。

H27年度 作業部会を設置する。
具体的な内容について、集中的に
取り組め、事業の着実な進行が期
待できる。

作業部会を設置し、第１回作業部
会を開催した。そこで、今後の取
組等について確認できた。

Ｂ
作業部会を設置し、第1回を開催
することができたため。

Ｂ 特になし

H28年度
移動支援のニーズ等調査を実施
し、本市の移動支援事業のあり方
について協議・決定する。

現在の需要がどの程度あるか知る
ことにより、今後の移動支援のあ
り方について具体的に協議でき
る。

市内の移動支援事業所でヒアリン
グを開催した。そこで、現状と課
題について確認できた。

Ｂ
移動支援事業所でヒアリングを実
施することができたため。

Ｂ 特になし

H29年度
本市の移動支援事業の取組につい
て決定する。

課題の解決が期待できる。
作業部会を開催し、長久手市移動
支援事業従業者養成研修の実施内
容について協議した。

Ｂ
平成30年度より長久手市移動支援
事業従業者養成研修を実施予定の
ため。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

長久手市移動支援事業従業者養成
研修を実施する。

現在移動支援事業に携わっている
者の知識や技術の向上が期待でき
る。

2019年度
(H31年
度)

移動支援事業の状況を踏まえ、関
係機関と調整を行いながら研修を
実施し、内容の改善を図る。

移動支援事業の状況を確認すること
で、研修内容を改善し、より有効性の
ある研修を行うことができる。また、
継続して事業を実施することで新たな
人材の育成が期待できる。

2020年度
(H32年
度)

移動支援事業の状況を踏まえ、関
係機関と調整を行いながら研修を
継続する。

担い手の育成を促進することが期
待できる。

2
グループホームの体
験利用の促進

近隣市で実施している
グループホームの体験
利用についての研究を
進め、本市にあった仕
組みについて検討し、
体験利用の事業を開始
します。

福祉課 ○ ○

グループホームでの生
活が障がいのある人に
とって最適かどうか見
極める上でも、体験で
きる機会が必要となっ
ています。
そうした機会が提供で
きるよう近隣市で実施
しているグループホー
ムの体験利用について
の研究を進め、本市に
あった仕組みについて
検討し、体験利用の事
業を開始します。

13
移動支援の支援員の
人材育成

市町村事業である移動
支援の支援員について
の養成研修の実施や、
市独自の認定制度設け
るなど、障がいのある
人の移動を支援する人
材の育成を図ります。

福祉課 ○ ○

障がいのある人の移動
を支援するため、市町
村事業である移動
支援の支援員について
の養成研修の実施や、
市独自の認定制度を
設けるなど、障がいの
ある人の移動を支援す
る人材の育成を図り
ます。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
援
部
会
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2018年度
(H30年
度)

緊急対応案件を中心に関係機関の役割
分担について確認作業を行う。
精神障がいに対する理解・啓発にかか
る事業について検討する。

緊急対応案件が円滑に行うことが
できる。
精神障がいへの理解・啓発が推進
される。

2019年度
(H31年
度)

地域包括ケアシステムについて研
究し、既存の社会資源で不足する
支援について、課題を整理し共有
する。

課題や今後の進むべき方向性等を
整理することができる。

2020年度
(H32年
度)

課題解決に向けて、協議を行う。 課題の解決が期待できる。

H27年度 － －
平成28年度からの配置に向け、予
算要求を行った。

Ｂ
翌年度からの設置に向け、準備を
行うことができたため。

Ｂ 特になし

H28年度
スクールソーシャルワーカーを配
置し、関係機関との連携を行い、
総合的な相談支援を行う。

学校において、ハード面だけでは
なく、ソフト面からも支援する体
制を整えることで、安心して学校
に通うことができる。

再任用職員、嘱託職員の２名をス
クールソーシャルワーカーとして
配置した。

Ｂ

スクールソーシャルワーカーを配
置し、学校を巡回するとともに、
支援が必要な場合は、関係機関と
連携を行うことができたため。

Ｂ 特になし

H29年度
関係機関との連携を強化し、より
きめ細かい相談支援を行う。

学校以外での相談窓口ができたこ
と及び連携体制が整ったことで、
よりきめ細やかな対応ができるよ
うになる。

再任用職員、嘱託職員２名（精神
保健福祉士及び教員免許所有
者）、計３名をスクールソーシャ
ルワーカーとして配置した。

Ｂ

精神保健福祉士の資格を持つスクール
ソーシャルワーカーを配置すること
で、社会福祉等の専門的な見解から支
援を行うことができたため。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

中学校区にスクールソーシャル
ワーカーを1名配置する。

個別ケースに応じ、迅速できめ細
かい対応ができるようになる。

2019年度
(H31年
度)

中学校区にスクールソーシャル
ワーカー1名配置を継続する。

要保護児童対策連絡協議会や、市
の福祉相談窓口と協働し、相談支
援を進めることができる。

2020年度
(H32年
度)

スクールソーシャルワーカーの配
置について、増員を検討し、より
充実させる。

教職員と情報を共有し、いつでも
相談できる体制をとることができ
る。

H27年度
順次支え合いマップづくりを行
う。

地域にどんな困った人がいるのか、ど
のような人のつながりがあり、支え合
いが行われているのかを確認、共有す
ることで地域の見守り、支え合いの体
制が構築される。

平成27年度までに6地区でマップ
づくりを行い、地域問題解決に向
けた取組みを継続している。

Ｃ

地域住民による自主運営を目指してい
るが、未だ市のサポートが必要であ
る。自主活動に向けて改善の検討が必
要である。

Ｃ
目標どおりに進捗しているた
め、評価をＢとした。

H28年度 継続 同上
平成28年度において、6地区にお
いて、地域課題解決に向けた話し
合いと取組を継続している。

Ｃ

地域住民による自主運営を目指してい
るが、未だ市のサポートが必要であ
る。自主活動に向けて支援の検討が必
要である。また、新たな地区でマップ
づくり策定の検討が必要である。

Ｃ 特になし

H29年度 継続 同上

既存6地区は市民主体へ移行し、内2地
区で取組の実施を開始した。残り4地
区でも話し合いが継続している。
また、新たに2地区で話し合いの活動
を開始した。

Ｂ

地域住民の自主運営に移行するための
支援を行い、既存6地区は市民主体の
活動へと移行した。
また新たに2地区の活動を開始した。

Ｂ 特になし

2018年度
(H30年
度)

順次支え合いマップづくりを行
う。

地域にどんな困った人がいるのか、ど
のような人のつながりがあり、支え合
いが行われているのかを確認、共有す
ることで地域の見守り、支え合いの体
制が構築される。

2019年度
(H31年
度)

継続 同上

2020年度
(H32年
度)

継続 同上

精
神
障
が
い
者
支
援
部
会

15
精神障がいに対応し
た地域包括ケアシス
テムの構築

障がい者自立支援協議
会に「精神障がい者支
援部会」を設置し
支援体制を強化し、地
域の連携や社会資源整
備を強化していくと
ともに精神障がいにも
対応した地域包括ケア
システムの構築に
ついて協議していきま
す。

福祉課
健康推
進課

○ ○

7
スクールソーシャル
ワーカーの設置

障がいがあっても安心
して学校に通えるよ
う、総合的な相談支援
のできる体制を目指
し、スクールソーシャ
ルワーカーを配置しま
す。

教育総務課 ○ 継続

障がいがあっても安心
して学校に通えるよ
う、総合的な相談支援
のできる体制を目指
し、スクールソーシャ
ルワーカーを配置しま
す。
また、よりきめ細やか
な対応ができるよう連
携体制を強化します。

11
支え合いマップづく
り

支え合いマップづくり
をとおして、地域にど
んな困っている人がい
るのか、どのような人
のつながりがあり、支
え合いが行われている
かを再確認し、地域ご
とに見守り体制の充実
を図ります。

福祉施策室 継続継続

支え合いマップづくり
をとおして、地域にど
んな困っている人
がいるのか、どのよう
な人のつながりがあ
り、支え合いが行われ
ているかを再確認し、
地域ごとに見守り体制
の充実を図ります。

関
係
課
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事業内容（前期） 自己 二次

事業内容（後期） 前期 後期 評価 評価

実施時期担
当

Ｎ
ｏ

項　目 関係課 年度ごとの目標 期待できる成果 進捗状況 自己評価の理由 コメント

H27年度 － －

「子育て・いきがい・ケア」の３つの
テーマにあわせて、地域住民が取組プ
ログラムを行っており、その中に障が
いのある人と交流できる取組みが含ま
れている。

Ｂ
様々な市民提案のプログラムが行
われているため。

Ｂ 特になし

H28年度 － －

引き続き３つのテーマにあわせて、地
域住民が取組プログラムを行ってお
り、その中に障がいのある人と交流で
きる取組みが含まれている。

Ｂ
継続的に、様々な市民提案のプロ
グラムが行われているため。

Ｂ 特になし

H29年度 －
地域住民が集まる場所で取組を通
じて、地域でどのような支援が出
来るのかを考える機会となる。

共生ステーションは誰でも気軽に
立ち寄れる場所であり、障がいの
ある人も気軽に立ち寄れる場を提
供している。

Ｂ
引き続き、様々な市民提案のプロ
グラムが行われているため。

Ｂ

実績を数値化していただきたい。
また、作為的に取り組まないと推
進できないため、コーディネー
ター的な人材がいると良いので
は。

2018年度
(H30年
度)

障がいのある人と地域の人とが交
流できる場の提供

地域住民が集まる場所で障がいの
ある人との交流を通じて、地域で
どのような支援が出来るのかを考
える機会となる。

2019年度
(H31年
度)

継続 同上

2020年度
(H32年
度)

継続 同上

H27年度

障がいのある人や家族へ広く周知
を図る。また、市長申立てが必要
な人には、制度の利用を促進す
る。

成年後見制度を利用することによ
り、障がい者が不利益を被ること
を防ぐことができる。

支援が必要な人には成年後見制度につ
いて周知をしている。また、尾張東部
成年後見センターと連携し、講演会の
開催や相談を随時受付している。

Ｂ

支援が必要な人には、成年後見制度の
案内をしているため。また、尾張東部
成年後見センターと連携し、成年後見
制度の周知啓発を図っているため。

Ｂ 特になし

H28年度 継続 同上

引き続き、支援が必要な人には成年後
見制度について周知をしている。ま
た、尾張東部成年後見センターと連携
し、講演会の開催や相談を随時受付し
ている。

Ｂ

支援が必要な人には、成年後見制度の
案内をしているため。また、尾張東部
成年後見センターと連携し、成年後見
制度の周知図っているため。

Ｂ
市民への周知だけではなく、
事業所への周知も検討するこ
と。

H29年度 継続 同上

引き続き、支援が必要な人には成年後
見制度について周知をしている。ま
た、尾張東部成年後見センターと連携
し、講演会の開催や相談を随時受付し
ている。

Ｂ

支援が必要な人には、成年後見制度の
案内をしているため。また、尾張東部
成年後見センターと連携し、成年後見
制度の周知図っているため。

Ｂ
市町村の課題であることをも
う少し意識していただきた
い。

2018年度
(H30年
度)

障がいのある人や家族へ広く周知
を図る。また、市長申立てが必要
な人には、制度の利用を促進す
る。

成年後見制度を利用することによ
り、障がい者が不利益を被ること
を防ぐことができる。

2019年度
(H31年
度)

継続 同上

2020年度
(H32年
度)

継続 同上

評価 評価基準

完了 目標を達成した

Ａ 目標以上に進捗している。

Ｂ 目標どおりに進捗している。

Ｃ 改善の余地あり

12
障がいのある人と地
域の人とが交流でき
る場の提供

地域の人が交流する場
として整備している地
域共生ステーション等
において、障がいのあ
る人と地域の人とが積
極的に交流できる取組
を実施します。

たつせ
がある
課

福祉課

○

地域の人が交流する場
として整備している地
域共生ステーシ
ョン等において、障が
いのある人と地域の人
とが積極的に交流で
きる取組を実施しま
す。また、障がいのあ
る人の生活の場等で交
流できる取組について
も検討します。

14
成年後見制度の普及
啓発及び理解促進

尾張東部成年後見セン
ターと連携しながら、
今後さらなる制度の周
知徹底を図り、市長申
立てによる制度の利用
を促進し、障がいのあ
る人等が不利益を被る
のを防ぐ取組を実施し
ます。

福祉課
長寿課

継続継続

尾張東部成年後見セン
ターと連携しながら、
今後さらなる制度
の周知徹底を図り、市
長申立てによる制度の
利用を促進し、障が
いのある人等が不利益
を被るのを防ぐ取組を
実施します。

関
係
課
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